
生駒市どこでも講座実施要綱  

(目的) 

第１条  この要綱は、市民で構成される団体等が開催する学習活動等の場

に、市職員を講師として派遣し､市政情報等を提供する生駒市どこでも講

座（以下「どこでも講座」という。）を実施することにより、市民の市政

に対する理解や関心を深めることを目的とする。  

(対象) 

第２条  どこでも講座を利用できる者は、市内に在住し、在勤し、又は在

学する者を主たる構成員とし、どこでも講座の開催に際し、おおむね１

０人以上の参加者を設定できる団体及びグループ（以下「団体等」とい

う。）とする。  

(内容) 

第３条 どこでも講座の内容は、市長が別に定める。  

(講師) 

第４条  どこでも講座における講師は、市職員とする。ただし、市長が必

要と認めるときは、この限りでない。  

(開催日時及び場所 ) 

第５条  どこでも講座の開催日は、１２月２８日から翌年の１月５日まで

の日を除く日で、開催時間は、午前１０時から午後９時までとする。た

だし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。  

２  どこでも講座の開催場所は市内に限るものとし、どこでも講座開催に

係る会場はどこでも講座を利用しようとする団体等の代表者 (以下「代表

者」という。）の責任において確保するものとする。  

３  第１項の規定にかかわらず、どこでも講座の内容が施設見学を伴う場

合の開催日時は、当該施設の認める日時とする。  

(申込み ) 

第６条  代表者は、どこでも講座を利用しようとする日の原則２０日前ま

でに生駒市どこでも講座申込書(様式第 1 号)を、市長に提出するものと

する。  

（決定及び通知）  



第７条  市長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容、日時等

について調整の上、どこでも講座の実施の可否を決定し、生駒市どこで

も講座決定通知書(様式第２号 )により代表者に通知するものとする。  

２  市長は、どこでも講座の実施を決定する場合において、必要と認める

ときは、条件を付することができる。  

（講師派遣の制限）   

第８条  市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、どこで

も講座を実施しないものとする。  

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。  

(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とした催し等を行うおそれ

のあるとき。  

(3) 要望、陳情の場となるおそれのあるとき。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、この要綱の目的に反するおそれがある

とき。  

(変更等の申込み) 

第９条  第７条の規定によりどこでも講座の実施の決定を受けた代表者は、

開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき又はどこでも講座の

利用を取り消そうとするときは、速やかに生駒市どこでも講座変更（取

消）届（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。ただし、軽微な変更については、この限りでない。  

（変更等の決定）  

第１０条  市長は、前条の規定による変更等の届出があり、これを承認す

る場合は、速やかに生駒市どこでも講座変更（取消）承認通知書（様式

第４号）により代表者に通知するものとする。   

（講師派遣料等）  

第１１条  どこでも講座への講師派遣に要する費用は、無料とする。ただ

し、会場使用料、材料費その他どこでも講座に要する費用については、

どこでも講座を利用する団体等の負担とする。   

（講師の派遣に伴う事務）   

第１２条  講師の派遣に伴う事務については、当該派遣に係るどこでも講



座の内容を所管する課が行う。   

 （結果報告）  

第１３条 団体等は、講座修了後に生駒市どこでも講座受講結果報告書（様

式第５号）を作成し、市長に提出しなければならない。  

（庶務）  

第１４条 どこでも講座に関する総括事務は、市長公室広報広聴課が行う。  

 （学校・幼稚園への出前授業）  

第１５条  学校・幼稚園への出前授業については、生駒市教育委員会が定

める市職員による公立学校等への出前授業実施要領（平成１７年４月１

日施行）によるものとする。  

（その他）   

第１６条  この要綱に定めるもののほか、どこでも講座の実施に関し必要

な事項は、別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１５日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和４年５月２０日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 


